
品川区町会・自治会館等の登記に係る経費の補助に関する要綱 

制定 平成 ５年 ２月２６日 要綱第  ９号 

改正 平成１３年 ３月２８日 要綱第１０１号 

改正 平成２１年 ３月３１日 要綱第１７８号 

             改正 平成２３年 ８月１５日 要綱第１２２号

改正 平成２７年 ３月２７日 要綱第２１２号 

改正 平成３１年 ４月 １日 要綱第１９６号 

改正 令和 ３年 ５月３１日 要綱第１６８号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町会または自治会（以下「町会等」という。）が地域的な 

共同活動を行うための不動産等を保有する目的で法人格を取得し、不動産の 

登記を行う場合において、その登記に係る経費の一部を補助することについ 

て、必要な事項を定めるものとする。 

（補助金交付の対象となる町会等） 

第２条 補助金交付の対象となる町会等は、地方自治法（昭和２２年法律第６ 

７号）第２６０条の２第１項の規程に基づく区長の認可を受け、法人格を取 

得した町会等とする。 

（補助金交付の対象となる登記） 

第３条 補助金交付の対象となる登記は、不動産登記法（平成１６年法律第１ 

２３号）に基づき町会等の名義で行う、次の各号に掲げるものとする。 

⑴ 不動産の所有権の保存および移転に関するもの 

⑵ 不動産の表示に関するもの 

⑶ その他区長が特に必要と認めたもの 

（補助金交付の対象となる不動産） 

第４条 補助金交付の対象となる不動産は、会館、集会所、事務所その他の直 

接町会等の活動のために使用している建物（以下「会館等」という。）および 

その会館等が建てられている（建設を予定している場合を含む。以下同じ。） 

土地とし、店舗、営業用貸室その他の収益事業のための建物（以下「店舗等」 

という。）およびその店舗等が建てられている土地は対象としない。 

２ 会館等には、事務室、集会室、物置（みこし庫を含む）および湯沸場なら 

びにこれらに付設される廊下、便所、階段等を含む。 

（補助金交付の対象となる経費） 

第５条 補助金交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という）は、次 

の各号に掲げるものとする。 



⑴ 登記に係る登録免許税に相当する額 

⑵ 登記に係る書類作成経費 

⑶ その他区長が特に必要と認めたもの 

２ 会館等の部分および店舗等の部分が混在する建物（以下「混在建物」とい 

う。）においては、前項各号に規定する経費に該当する額を、混在建物の床面 

積のうち、会館等の部分および店舗等の部分との割合により按分し、会館等 

の部分の割合に相当する額を補助対象経費とする。 

３ 前項の規定は、混在建物が建てられている土地について準用する。この場 

合において、同項中「混在建物の床面積」とあるのは「混在建物が建てられ 

ている土地の面積」と読み替えるものとする。 

（補助金額） 

第６条 補助金の交付額は、前条第１項各号に規定する経費の合算額の２分の 

１以内とし、一件の登記につき建物の場合には３０万円、土地の場合には５ 

０万円を限度とする。 

２ 前項に規定する額に１，０００円未満の端数がある場合は、その端数は切 

り捨てる。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする町会等は、登記の手続きの完了後、会 

 館等登記経費補助金交付申請書（第１号および第２号様式）に次の各号に掲 

 げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。 

⑴ 第５条第１項に掲げる経費の支払金額および内訳を確認できる書類 

⑵ 登記完了後の登記簿謄本（写） 

⑶ 第５条第２項に該当する場合にあっては、建物平面図 

⑷ その他、区長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第８条 区長は、前条の申請書の提出があった場合は、これを審査し、補助金 

を交付することを適当と認めるときは、会館等登記経費補助金交付決定通知 

書（第３号および第４号様式）により申請者に通知する。 

（請求書の提出） 

第９条 前条の規定による通知を受けた町会等は、区長が定める期日までに会 

館等登記経費補助金請求書（第５号様式）を区長に提出しなければならない。 

（決定の取消し） 

第１０条 区長は、補助金交付の決定を受けた町会等が次の各号のいずれかに

該当したときは、交付決定の全部または一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。 

 ⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 



 （返還） 

第１１条 町会等は、前条の規定による取消しがあった場合において、当該取

消しに係る部分に関し、既に補助金の交付を受けているときは、交付を受け

た補助金の全部または一部を遅滞なく返還しなければならない。 

 （違約金） 

第１２条 町会等は、前条の規定により交付を受けた補助金を返還する場合に

おいて、補助金の交付を受けた日から返還の日までの日数に応じ、当該補助

金の返還額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した違約金を納付し

なければならない。 

 （委任） 

第１３条 この要綱で定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項 

は、地域振興部長が定める。 

付 則 

 この要綱は、平成５年２月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２３年８月１５日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、令和３年６月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第７条関係） 

（建物用） 

  年  月  日 

品 川 区 長  あて 

 

申請団体名   

代表者住所   

代表者氏名            

 

会館等登記経費補助金交付申請書 

 

 当会名義により、下記のとおり不動産を登記しましたので、品川区町会・自

治会館等の登記に係る経費の補助に関する要綱に基づき、関係書類を添えて交

付申請します。 

記 

申 請 額 

 十 万 千 百 十 円 

 

 

登記の種別 １．表示登記 ２．所有権の保存登記 ３．所有権の移転登記  

不動産の表示 

 

建 物 

 

名  称 

所 在 地 

延床面積 

 

 

㎡ 

経費の内訳 

①登 録 免 許 税  

②司法書士報酬    

③土地家屋調査士報酬  

④そ の 他  

計（➀➁➂➃）A  

（A）×１／２  

注：（１）直接、町会活動に使用している部分と、それ以外の部 

分がある場合は、経費を按分する。 

  （２）申請額に千円未満がある場合は、切り捨てる。 

 

 

 



第２号様式（第７条関係） 

（土地用） 

  年  月  日 

品 川 区 長  あて 

 

申請団体名   

代表者住所   

代表者氏名             

 

会館等登記経費補助金交付申請書 

 

 当会名義により、下記のとおり不動産を登記しましたので、品川区町会・自

治会館等の登記に係る経費の補助に関する要綱に基づき、関係書類を添えて交

付申請します。 

記 

申 請 額 

 十 万 千 百 十 円 

 

 

登記の種別 １．表示登記 ２．所有権の保存登記 ３．所有権の移転登記  

不動産の表示 土 地 
所在地

面 積 

 

㎡ 

経費の内訳 

①登録免許税  

②司法書士報酬   

③書類作成費用  

④そ の 他  

計（➀➁➂➃）A  

（A）×１／２  

注：（１）直接、町会活動に使用している部分と、それ以外の部 

分がある場合は、経費を按分する。 

  （２）申請額に千円未満がある場合は、切り捨てる。 

 

 

 

 



第３号様式（第８条関係）                               

（建物用） 

番     号 

                          年  月  日 

        

           様 

 

品川区長        印 

 

会館等登記経費補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付で申請のあった会館等登記経費補助金の交付につ

いて、品川区町会・自治会館等の登記に係る経費の補助に関する要綱に基づき、

下記のとおり交付することに決定しましたので通知します。 

記 

交 付 額 

 

  

十 

  

万 

  

千 

  

百 

  

十 

  

円 

  

 

登 記 の 種 別 １．表示登記 ２．所有権の保存登記 ３．所有権の移転登記 

補助対象不動産 建 物 

所 有 者  

所 在 地   

面 積       ㎡ 

請求書提出期限     年   月   日 

備 考 補助金については要綱第６条２項により千円未満は切り捨てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第８条関係）                              

（土地用） 

                          番     号 

                           年  月  日 

           

           様 

 

品川区長        印 

 

会館等登記経費補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付で申請のあった会館等登記経費補助金の交付につ

いて、品川区町会・自治会館等の登記に係る経費の補助に関する要綱に基づき、

下記のとおり交付することに決定しましたので通知します。 

記 

交 付 額 
  

十 

 

万 

  

千 

  

百 

  

十 

  

円 

  

 

登 記 の 種 別 １．表示登記 ２．所有権の保存登記 ３．所有権の移転登記 

補助対象不動産 土 地 

所 有 者  

所 在 地  

面 積        ㎡ 

請求書提出期限     年   月   日 

備 考 補助金については要綱第６条２項により千円未満は切り捨てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第９条関係） 

 

会館等登記経費補助金請求書 

 

 

金 額 

 

 

十 

  

万 

 

千 

 

百 

  

十 

 

円 

  

 

  年  月  日付番   号をもって交付決定のあった会館等登記

経費補助金について、上記の金額を請求します。 

 

  年  月  日 

 

品 川 区 長  あて 

 

申請団体名   

代表者住所   

代表者氏名           印 

 

 


